
　
山
下
哲
也（
公
明
党
）

　
1
　
町
田
市
の
都
市
農
業
の
価

値
を
高
め
る
施
策
は
。

　
農
業
委
員
会
会
長
　
農
地
の
多

面
的
機
能
の
重
要
性
を
踏
ま
え
て
、

地
域
に
密
着
し
た
農
業
支
援
活
動

を
実
施
し
、
都
市
農
業
保
全
の
取

り
組
み
を
推
進
し
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　
1
　
若
者
の
居
場
所
づ
く
り
の

た
め
、
ス
ト
リ
ー
ト
系
ニ
ュ
ー
ス

ポ
ー
ツ
の
施
設
を
つ
く
っ
て
は
ど

う
か
。

　
浜
副
市
長
　
多
様
化
し
た
ス
ポ

ー
ツ
へ
の
対
応
は
、
ス
ポ
ー
ツ
振

興
審
議
会
で
も
課
題
と
し
て
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
議
論

を
踏
ま
え
、
多
角
的
視
点
か
ら
検

討
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
1
　
原
付
バ
イ
ク
の
登
録
・
廃

車
手
続
き
を
で
き
る
場
所
を
ふ
や

す
べ
き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

　
財
務
部
長
　
窓
口
設
置
の
場
合

に
は
、
市
民
セ
ン
タ
ー
が
想
定
さ

れ
ま
す
が
、
具
体
的
な
事
務
手
続

等
も
含
め
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

　
お
く
栄
一
（
公
明
党
）
　

　
1
　
交
通
不
便
地
の
住
民
の
声
に
、

市
は
一
日
も
早
く
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

バ
ス
を
走
ら
せ
る
べ
き
で
は
。

　
浜
副
市
長
　
住
民
の
方
々
と
協

働
し
て
、
地
域
の
実
態
に
即
し
た

公
共
交
通
サ
ー
ビ
ス
の
あ
り
方
や

提
供
方
法
等
に
つ
い
て
検
討
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
1
　
危
険
業
種
の
取
り
扱
い
を

含
む
、
保
育
所
入
所
選
考
基
準
表

の
見
直
し
を
行
う
べ
き
で
は
。

　
子
ど
も
生
活
部
長
　
基
準
表
に

つ
い
て
は
調
査
指
数
も
含
め
て
見

直
し
を
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

危
険
な
状
況
も
、
窓
口
等
で
話
を

伺
っ
て
い
て
、
そ
の
必
要
性
は
認

識
し
て
い
ま
す
の
で
、
他
の
自
治

体
の
状
況
と
あ
わ
せ
て
研
究
を
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
1
　
今
年
の
夏
休
み
も
、
学
校

開
放
プ
ー
ル
を
開
業
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
か
。

　
文
化
ス
ポ
ー
ツ
振
興
部
長
　
本

年
も
従
来
ど
お
り
の
形
態
で
実
施

す
る
こ
と
に
し
ま
す
。

　
河
辺
康
太
郎
（
民
主
党
・
社
民
ネ
ッ
ト
）

　
1
　
病
院
運
営
の
基
本
的
な
考

え
方
は
。

市
民
病
院
事
業
管
理
者
　
医
療

の
質
を
高
め
、
経
営
の
安
定
化
を

図
る
こ
と
。
経
営
状
況
等
を
市
民

に
情
報
提
供
す
る
こ
と
。
適
正
な

収
益
の
確
保
と
費
用
の
削
減
を
考

え
て
い
ま
す
。

　
1
　
繰
入
金
の
適
正
化
と
は
ど

う
い
う
認
識
か
。

市
民
病
院
事
業
管
理
者
　
繰
入

金
が
目
的
に
沿
っ
て
実
行
さ
れ
た

か
ど
う
か
。
実
行
し
た
結
果
が
市

民
の
健
康
の
た
め
に
役
立
っ
た
、

そ
う
い
う
こ
と
を
適
正
化
と
い
う

意
味
に
込
め
た
つ
も
り
で
す
。

　
1
　
新
庁
舎
建
設
用
地
の
安
全

管
理
に
つ
い
て
市
の
考
え
方
は
。
 
 
 

　
新
庁
舎
担
当
部
長
　
暫
定
観
光

バ
ス
発
着
所
に
つ
い
て
は
、
事
故

直
後
に
は
、
町
田
ま
ち
づ
く
り
公

社
は
市
と
協
議
の
上
、
再
発
防
止

策
を
講
じ
て
い
ま
す
。
二
度
と
事

故
が
起
き
な
い
よ
う
再
発
防
止
策

の
徹
底
に
努
め
て
い
き
ま
す
。

　
佐
々
木
智
子（
日
本
共
産
党
）

　
1
　
疾
病
の
早
期
発
見
・
早
期

治
療
の
た
め
に
、
人
間
ド
ッ
ク
や

脳
ド
ッ
ク
受
診
者
へ
の
補
助
制
度

を
創
設
す
べ
き
だ
が
ど
う
か
。

い
き
い
き
健
康
部
長
　
国
保
加

入
者
を
対
象
に
成
人
健
康
診
査
を

行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
効
果
を
見

き
わ
め
る
必
要
が
あ
り
、
人
間
ド

ッ
ク
の
補
助
制
度
創
設
は
考
え
て

い
ま
せ
ん
。
脳
ド
ッ
ク
に
つ
い
て
は
、

研
究
し
て
い
き
ま
す
。

　
1
　
課
が
契
約
す
る
少
額
工
事

等
は
、
登
録
外
市
内
業
者
に
も
平

等
に
発
注
す
べ
き
だ
が
ど
う
か
。

財
務
部
長
　
各
担
当
課
で
契
約

し
て
い
る
四
〇
万
円
以
下
の
小
規

模
工
事
な
ど
で
は
、
登
録
外
業
者

と
も
契
約
し
て
お
り
、
そ
の
業
者

数
は
登
録
業
者
と
ほ
ぼ
同
数
で
す
。

　
1
　
新
型
イ
ン
フ
ル
で
受
診
す

る
際
は
、
資
格
証
も
通
常
の
保
険

証
扱
い
に
す
べ
き
だ
が
ど
う
か
。

　
い
き
い
き
健
康
部
長
　
発
熱
外

来
で
は
資
格
証
明
書
を
被
保
険
者

証
と
み
な
し
受
診
で
き
ま
す
。

１
面
か
ら
の
つ
づ
き

重
要
な
基
本
条
例
等
を
議
会
に

報
告
す
る
時
期
に
つ
い
て
条
例
制

定
の
プ
ロ
セ
ス
モ
デ
ル
の
チ
ャ
ー

ト
図
に
そ
っ
て
説
明
し
ま
す
。
（
図

②
）ま

ず
条
例
制
定
の
基
本
方
針
が

決
定
し
た
ら
議
会
に
報
告
す
る
。

（
市
議
会
①
）

次
に
条
例
素
案
は
、
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
手
続
き
を
行
う
前
に

議
会
に
報
告
す
る
。（
市
議
会
②
）

最
後
に
、
議
会
に
「
基
本
条
例
等
」

の
議
案
が
提
出
さ
れ
た
と
き
に
審

議
を
行
う
。
（
市
議
会
③
）

こ
の
ほ
か
、
市
長
等
が
報
告
の

必
要
性
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は

適
宜
報
告
を
行
う
。

ま
た
、
議
会
は
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
報
告
を
受
け
た

内
容
に
対
し
、
意
見
を
申
し
出
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

二
・
市
が
設
立
・
出
資
し
た
法
人

へ
の
監
視
権
の
拡
充
に
つ
い
て

定
例
会
に
文
書
報
告
さ
れ
て
い
る
、

市
が
設
立
・
出
資
し
た
法
人
の
事

業
報
告
書
等
に
つ
い
て
は
、
口
頭

に
よ
る
報
告
を
常
任
委
員
会
で
行

わ
れ
た
い
。

三
・
予
算
特
別
委
員
会
に
つ
い
て

予
算
特
別
委
員
会
を
行
う
こ
と

に
つ
い
て
は
、
今
回
見
送
る
。

四
・
代
表
質
疑
に
つ
い
て

代
表
質
疑
に
つ
い
て
は
、
今
回

は
意
見
の
一
致
を
見
な
か
っ
た
。

五
・
反
問
権
に
つ
い
て

現
状
で
は
必
要
性
が
な
い
。

六
・
専
門
的
知
見
の
活
用
に
つ
い

て
及
び
、
議
会
に
附
属
機
関
を
設

置
で
き
る
よ
う
に
す
る
件

専
門
的
知
見
の
活
用
に
つ
い
て
は
、

積
極
的
に
活
用
を
行
っ
て
い
く
。

議
会
に
附
属
機
関
を
設
置
す
る
こ

と
は
、
そ
の
必
要
に
つ
い
て
今
後

議
論
し
て
い
く
。

七
・
議
会
基
本
条
例
に
つ
い
て
及

び
議
会
機
能
の
充
実
に
つ
い
て

自
治
基
本
条
例
も
視
野
に
入
れ
、

将
来
に
向
け
て
調
査
研
究
を
行
う
。

市
民
と
議
会
の
関
わ
り
に

関
す
る
事
項

一
・
議
会
と
住
民
と
の
協
働
の
取

り
組
み
に
関
す
る
件
に
つ
い
て

一
般
会
議
―
委
員
会
主
催
で
各
種

団
体
と
の
協
議
に
つ
い
て
、
及
び

議
会
報
告
会
（
各
地
区
へ
の
出
前

報
告
）
に
つ
い
て

引
き
続
き
他
市
の
状
況
を
調
査

す
る
。

二
・
請
願
者
の
意
見
陳
述
に
つ
い

て
「
町
田
市
議
会
に
お
け
る
請
願

者
の
意
見
陳
述
に
つ
い
て
」
の
内

容
で
、
九
月
定
例
会
よ
り
正
式
に

実
施
す
る
こ
と
及
び
「
証
人
等
の

実
費
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
」
を
提
出
す
る
。

議
員
の
身
分
に
関
す
る
事
項

一
・
議
員
の
身
分
に
関
す
る
件
や

出
張
等
に
関
わ
る
件
等
に
つ
い
て

現
時
点
で
国
に
お
け
る
地
方
議

会
の
あ
り
方
の
議
論
等
を
勘
案
す

る
と
、
若
干
時
期
尚
早
の
部
分
も

あ
り
、
国
全
体
の
議
論
と
歩
調
を

合
わ
せ
な
が
ら
今
後
、
議
論
を
行
う
。

農

業

振

興

に

つ

い

て

不

便

地

域

に

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

バ

ス

を

病

院

事

業

管

理

者

に

問

う

人

間

ド

ッ

ク

や

脳

ド

ッ

ク

に

補

助

を

制定の基本方針、
スケジュール案の作成

条例の骨子・大綱
の作成

方針の決定 経営会議

条例素案の作成

素案の確認

原案の作成

案・資料の公表
意見
募集

意見概
要と考え
方の検
討・作成

原案の決定

議案提出

審議・可決

公布・施行

公表

経営会議

市議会③

経営会議

条例制定のプロセスモデル

パブリックコメントパブリックコメント
手続手続

市議会① 方針の説明

例規
審査

概ね
2箇月

素案の説明市議会②

市議会に基本条例等の策定
を説明するパターン（図 ）

１．目的
この申し合わせは、町田市議会における請願者の意見陳述を実施するため、
必要な事項を定めることにより、直接に民意が反映する委員会審査を行うこ
とを目的とするものである。

２．請願者の意見陳述
請願者の意見陳述とは、請願者が所管委員会委員に対し、提出された請願書
における｢請願の趣旨｣の説明として、請願を提出するに至った思い、意見を
述べることをいう。なお、意見陳述終了後、各所管委員会委員は、請願者本
人に質疑を行う。

３．請願者の意見陳述の申請方法
（1）意見陳述の有無　　　 請願者本人の希望制とする。
（2）意見陳述の確認方法　 請願者が議会事務局に持参する場合は、請願の

提出時に事務局職員が意見陳述の確認及び説明を行
う。 
請願の提出が郵送による場合は、請願者に電話連絡
ができる時のみ事務局職員が意見陳述の確認及び説
明を行う。

４．請願者の意見陳述の方法
（1）意見陳述の開催時期 委員会開会中に行う。
（2）出席できる人数 ２名までとし、請願者のみとする。
（3）意見陳述の時間 ５分以内とする。

  (チャイムを意見陳述終了1分前と終了時に鳴ら
す｡)

（4）請願者に対する質疑 委員は請願者に質疑ができる。
  (請願者は委員に質疑できない｡)
（5）所管する部長等の出席 原則出席し、請願者の意見陳述を聞く。
（6）意見陳述時の傍聴 傍聴を認める。
（7）意見陳述の回数 請願者の意見陳述終了後、再度同じ請願者の意見
　　　　　　　　　　　　　陳述は行わない。
（8）資料等の配付について　資料の配付は、原則認めない。パネル等を利用して　
　　　　　　　　　　　　　　意見陳述を行うことはこれを認める。
（9）同趣旨の請願が複数付 請願者同士の発言、誰が質疑応答するか等 の議事　
　  　託された場合　　　 　整理をスムーズに行うため、1件ごとに個別に意見
　　　　　　　　　　　　　陳述を行う。

５．請願者の意見陳述がある場合の審査順序
（1）意見陳述を行う請願の所管部を先に行う。
（2）所管部内での審査順序は、意見陳述を行う請願を審査の冒頭（条例の前）      

とする。
（3）委員長は状況に応じて、審査順序を決定する。

６．請願者への費用弁償　　日当1,000円のみ支給する。(証人等の実費弁償に
　　　　　　　　　　　　　関する条例)

町田市議会における請願者の意見陳述について

（2）平成21年（2009年）7月30日 No.173

　今回の定例会では、6月5日、8日、9日、10日の4日
間にわたり、25名の議員が市政を取り巻く諸問題につい
て、意見・提案をまじえながら、市長などの考えをただ
しました。
　質問、答弁の要旨は次のとおりです。

町田市議会だより


